
&
ト
リ
£
局
、
。
ル

第
四
十
九
巻

唐
儀
鳳
三
年
度
支
奏
抄
・
四
年
金
部
旨
符
補
考

|
|
唐
朝
の
軍
事
と
財
政
|
|

は

じ

め

に

一

復

原

と

概

観

二
唐
朝
の
軍
事
と
財
政

ω
牧
監
経
費
に
つ
い
て

ω
軍
物
の
迭
納
と
和
羅

ω
財

政

の

特

色

お

わ

り

に

t土

め

じ

225 

第
二
挽

大

卒
成
二
年
九
月
震
行

津

透

- 1 ー

筆
者
は
奮
稿
に
お
い
て
、
榎
本
淳
一
氏
の
協
力
の
も
と
、
大
谷
文
書
中
の
ア
ン
ペ
ラ
痕
を
も
っ
文
書
群
と
、
中
園
設
掘
の
ア
ス
タ
ー
ナ
二
三
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O
説
墓
出
土
の
文
書
と
を
接
摘
、
復
原
し
、
唐
儀
鳳
三
年
度
支
奏
抄
・
四
年
金
部
旨
符
な
る

一
通
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し、

穣
文
を
掲
げ

(

1

)

 

い
わ
ば
園
家
珠
算
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

て
内
容
を
概
観
し
、
文
書
の
園
家
財
政
上
の
意
味
、

つ
ま
り
度
支
に
よ
る
翌
年
の
財
政
指
示
、

そ
の
後

一
九
八
八
年
八
月
、

北
京
で
の
第
三
回
数
煙
吐
魯
番
皐
術
討
論
舎
に
お
い
て
、
陳
園
燦
氏
は
「
略
論
日
本
大
谷
文
書
輿
吐
魯
番
新
出

墓
葬
文
書
之
関
連
」
と
題
す
る
論
文
を
提
出
さ
れ
、
大
谷
文
書
と
密
接
に
関
連
す
る
ア
ス
タ
ー
ナ
二
二
五
、

。
五
O
一
関
墓
文
書
を
検

討
し
た
上
で、

他
に
二
二
七
挽
墓
出
土
の

二
貼
の
文
書
が
上
述
の
儀
鳳
三
年
文
書
と

一
連
で
あ
り
(
後
に
混
入
し
た
も
の
で
、
本
来
は
二
三

O
鋭
墓

に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
)
、
筆
者
の
鋒
文
を
補
う
形
で
復
原
の
試
案
を
示
さ
れ
た
。
陳
園
燦
氏
は
後
日
こ
の
二
黙
の
断
片
の
篤
員
を
筆
者
に
恵

迭
さ
れ

(緯
文
は
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
第
九
加
、

一
九
九
O
年
、
二
一
二
三
-|
四頁)、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
陳
氏
の
復
原
案
を
修
正
し
つ
つ
、

奮
稿
の
樟

文
を
さ
ら
に
追
補
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。
本
稿
で
は
醤
稿
を
追
補
す
る
部
分
の
稗
文
を
記
し
、

そ
の
部
分
の
簡
単
な
解
説
を
附
し、

あ

わ
せ
て
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
唐
代
律
令
園
家
財
政
の
特
色
の
一
端
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。
な
お
、
前
稿
の
追
補
の
形
を
と
る
の

(

2

)

 

で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

-2-

復

原

と

概

観

韓

文

(前

毎
年
1臨略
II~ '-' 

便円霊

lFバ
一国一
、
原
作
兵

E' 
10 

諸
牧
監
殺
一
幽
狼
賞
、

11 

州|鎮園
物。〔査
少，，1口守肝
口否|州、|土疋
足口語
即口監給
於給~ I秦

E T 川肝 1納
鎮 円疋数
画 U於 I~I
。本〕

|原{州
日M給
U諸

一本

銀
口
州
、

原
作
銀
成
州

12 13 

一
附
寸
原
作
定
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1 15 
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14 

監
給
捌
伯
疋
於
本
使
給
、

円

υ 

口
口
口
使
、逢
原
州
使
。
塩
州
羊
牧
使
給

陸
伯
疋
弁
芸
慣
伍
伯
疋
、
至
於
本
使

2 

給
。
嵐
州
諸
監
於
州
給
。
其
破
除
見
在
、
毎

3 

年
限
八
月
上
旬
具
獄
申
到
度
支
。

4 

諸
王
任
都
督
刺
史
、
准
格
毎
年
配
庸
調

5 

震
肝
段
、

有
乗
廻
入
後
年
、

迭
任
所
供
用
。

6 

在八不
月得

具上別
献旬賂
:割; 申 蝕
割i 到用
度度
支支其
金。破
部 (丞?除

見
計説，?在
曾 :孟?
配己毎
轟?周年

見

7 8 

後

田各
¥._./ 

'" 阿リ

略、、J

6 

門口 i飼
U 無'11南

U U" 口 多諸
口口1)!U口佑州
其雁乙口請債
脚須部令之造
銭折、金開綾
請留若部、羅
以本有毎或雑
七【州欠年有総
里吉供負附歎及
百里用随覆妄染
震}及敗 因既債
限使?科使酬費

王?附 、 官
。 物

7 9 ~ 8 
rl一〕二

円円

10 

円

至
、
文
書
作
圏

旬
、
文
書
作
勾

年
、
原
作
回
一

-3-
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日

円

E
1
ロ
円

U
口
折
留
之
政
。

4 

U
口
一回
一
納
涼
圃
秦
州
者
、
先
輩

円

U
口
並
納
配
所
、
其

円

以

圃
川
巳
西
路
次
州
鯨
銀
成
口

門
U
口
夫
防
援
勿
使
失
口
、
如
有
損
口

門

U
口
所
由
官
人
並
節
紐

U
 

円

2 3 5 6 

(後

(
3
)
 

前
稿
に
の
せ
た
穆
文
と
比
較
し
て
い
た
だ
け
る
と
明
瞭
だ
が
、

略
¥、ノ

二
二
七
挽
墓
出
土
の
却
/
2
文
書
断
片
が

E
U
J
D
4
の
7
行
分
の
下
半

- 4ー

に
、
羽
/
1
文
書
断
片
が

D
8
J
E
2
の
6
行
分
に
見
事
に
接
合
す
る
(
な
お
接
績
の
結
果
、
文
書
行
数
の
檎
加
に
よ
り
前
稿
の

E
1
1
2
行
は
行
数
が

二
ず
つ
抽
唱
え
E
3
1
U
行
と
な
る
)
。
陳
園
燦
氏
は
前
掲
の
復
原
案
に
お
い
て
、
初
/
2
文
書
は
正
し
く
ほ
ぼ
こ
の
位
置
に
復
原
さ
れ
た
が
、
却
/
1

文
書
は
別
の
位
置

(
B
ロ
J
)
へ
の
接
績
を
推
測
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
二
断
片
は

紙
形
な
ら
び
に
ア
ン
ペ
ラ
痕
か
ら
判
断
し
て
、
元
来
は

加
/
2
文
書
の
表
側
に
天
地
を
逆
に
却
/
1
文
書
が
貼
り
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

合
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
従
っ
て
却
/
2
文
書
が

E
J
D
部
分
に
接
績
す
る
以
上
、

ア
ン
ペ
ラ
文
書
群
は
い
ず
れ
も
二
枚
、ず
つ
貼
り

そ
の
表
側
に
貼
合
さ
れ
て
い
る

D
J

E
部
分
に

却
/
1
文
書
は
接
績
す
る
は
ず
で
、
買
際
に
右
の
樟
文
の
よ
う
に
接
摘
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

本
文
書
は
多
く
の
文
書
断
片
、
破
片
を
接
合
し
た
も
の
で
、
前
稿
樫
文
も
僅
か
な
残
重
か
ら
推
測
し
て
剣
讃
し
た
部
分
が
多
く
、
本
稿
醐
伸
文

に
お
い
て
樟
讃
を
改
め
て
い
る
部
分
が
、

注
記
し
た
よ
う
に
多
い
。

今
後
は
本
稿
に
よ
ら
れ
る
よ
う
に

」こ
で
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

し、。
以
下
前
稿
を
補
い
な
が
ら
、
右
に
樺
文
を
掲
げ
た
部
分
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。



〈

4
)

第
日
係

(
E
m
t
D
3
)
奮
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
開
元
雑
令
に

お
と
し
あ
な

諸
そ
猛
獣
有
る
の
庭
、
監
・
穿
・
射
窟
等
を
作
る
を
聴
し
、
得
ば
即
ち
官
に
迭
れ
。

If 

戸
』
ル
'
M

一
頭
毎
に
絹
四
匹
を
賞
す
。
豹
及
び
狼
を
捕
殺
せ

や
ま
い
ぬ

一
頭
毎
に
絹
一
匹
を
賞
す
。
若
し
監
牧
の
内
に
在
り
て
獲
ば
、
各
々

一
匹
を
加
ふ
。
其
れ
牧
監
内
に
針
を
獲
ば
、
亦
一
頭
毎
に
賞
絹

は
か
ば

(
5
)

一
匹
を
得
。
子
は
各
々
之
を
牢
に
す
。

牧
監
内
で
は
針
を
含
め
、
加
賞
さ
れ
た
。
本
僚
は
こ
の
牧

監
に
お
け
る
賞
料
の
毎
年
の
支
給
規
定
で
あ
る
。
臨
右
道
諸
監

(
0
・
〉
の
料
物
の
練
千
疋
は
秦
州
納
敷
か
ら
支
給
し
、
長
川
鎖
ヘ
迭
納
す
る
。

と
い
う
、
猛
獣
(
虎
を
さ
す
)
や
豹

狼
を
捕
え
た
者
を
褒
賞
す
る
規
定
が
あ
り

某
州
(
秦
州
か
〉
諸
監
の
料
千
疋
は
本
州
で
支
給
し
、

使
(
原
州
使
)
が
支
給
し
、
(
不
足
す
れ
ば
某
州
か
ら
)
料
物
を
原
州
使
に
法
る
。

(
6
)
 

定
以
上
に
増
殖
し
た
時
に
褒
賞
す
る
料
物
)
五
百
疋
は
本
使
、
即
ち
盟
州
使
よ
り
支
給
す
る
。
嵐
州
諸
監
の
料
物
は
嵐
州
で
支
給
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ

州
物
が
少
な
く
て
不
足
す
れ
ば
長
川
鎮
よ
り
支
給
す
る
。

原
州
諸
監
の
料
八
百
疋
は
本

瞳
州
羊
牧
使
の
料
六
百
疋
、
及
び
「
莱
慣
」
料
(
牛
や
羊
が
規

内
容
は
殆
ど
嬰
わ
ら
な
い
。

- 5 ー

支
出
額
と
残
高
を
毎
年
八
月
上
旬
ま
で
に
度
支
へ
報
告
す
る
。
一
意
味
は
以
上
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
牧
監
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

第
ロ
篠

(
W
U
4
1
8
)

一
行
目
が
讃
め
る
よ
う
に
な

っ

た

が

、

諸

王

を

都

督

や

刺

史

に

任

じ

た

際

に

は

、

庸
調

二
千
段
を
任
所
に
迭
っ
て
供
用
に
あ
て
、
徐
り
が
あ
れ
ば
後
年
分
に
繰
り
入
れ
、
別
の
用
途
に
使
つ
て
は
な
ら
ず
、
使
用
数
と
残
高
は
毎
年
八

月
上
旬
に
度
支
に
報
告
す
る
。
毎
年
庸
調
二
千
段
を
充
て
る
こ
と
が
格
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

後
宇
に
若
干
不
明
の
部
分
が
あ
る
が
、
諸
王
が
地
方
官
に
赴
任
し
た
場
合
の
優
遇
規
定
で
あ
る
。
諸
王
が
唐
代
に
ど
の
よ
う
に
庭
遇
さ
れ
た

〈

7
)

資
望
愈
よ
下
る
。
」

こ
の
格
は
不
明
で
あ
る
。

か
不
明
の
部
分
が
多
い
が
、
新
唐
書
巻
四
九
下
百
官
志
、

王
府
官
に
「
徐

・
韓
二
王
刺
史
と
漏
り
、

府
官
外
官
に
同
じ
、

と
あ
り
、

王
が
都
督
や
刺
史
と
な
る
こ
と
は
多
く
、

王
府
官
は
恰
も
外
官
と
同
じ
(
官
の
構
成
は
基
本
的
に
州
や
都
督
府
と
同
じ
で
あ
る
)
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
諸
王
な
ら
び
に
王
府
の
経
費
と
し
て
特
に
二
千
段
が
確
保
さ
れ
た
も
の
と
考
え
う
る
。

229 

第
日
篠

(
D
5
1
8
)
剣
南
道
諸
州
で
綾

・
羅
・
雑
綜
な
ど
高
根
繊
維
製
品
を
折
造
さ
せ
た
り
染
色
さ
せ
る
経
費
に
つ
い
て
、

に
機
能
せ
ず
(
具
陸
的
に
は
不
明
。
品
質
に
際
じ
た
細
か
な
佑
債
の
設
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
)
、
歎
妄
が
行
な
わ
れ
、

佑
債
が
遁
切

官
物
を
浪
費
し
て
い
る
。
そ
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こ
で
金
部
に
命
じ
て
毎
年
覆
囚
使
に
貫
情
を
調
査
報
告
さ
せ
、
も
し
不
正
な
官
物
の
依
損
が
あ
れ
ば
(
州
照
官
を
)
虚
罰
す
る
。
創
南
道
が

(
8
)
 

錦
・
羅
・
紗

・
綾
な
ど
の
高
級
繊
維
製
品
の
特
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

醤
稿
で
こ
れ
ら
を
交
易
す
る
時
の
規
定
か
と
し
た
が
、
六
典
巻
三
度
支
に
「
凡
そ
金
銀
、
費
貨
、
綾
羅
の
腐
は
、
皆
庸
調
を
折
し
て
以
て
造

れ
。
」
と
あ
り
、
綾
羅
等
は
庸
調
の
折
造
と
い
う
形
で
調
達
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ス
タ
ー
ナ
出
土
の
綾
の
墨
書
銘
に

「
景
雲
元
年
折
調
細
綾
一
匹

双
流
豚

以
同
官
主

火ー
↑食 9
L一、J

と
景
雲
元
年
(
七
一

O
)
の
調
折
造
の
貧
例
が
あ
り

双
流
鯨
は
創
南
道
成
都
府
に
属
し

本
僚
と
合
致
す
る
事
例
で
あ
る
。
な
お
度
支
で
な

く
金
部
が
監
査
し
て
い
る
の
は
、
金
部
が
「
金
賀
財
貨
之
用
」
を
掌
り
、
と
り
わ
け
賜
物
な
ど
に
お
い
て
錦
、
綾
な
ど
各
種
の
繊
維
製
品
を
金

(

叩

)

部
自
身
が
必
要
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
覆
囚
使
に
つ
い
て
は
、
獄
官
令
復
奮
4
僚
に
規
定
さ
れ
、
毎
年
正
月
に
各
道
へ
涯
遣
さ
れ
る
が
、
官

(
日
)

物
の
勾
舎
を
行
な
う
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

第
日
係

(
D
9
1
U
)
上
部
の
紋
損
に
よ
り
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
中
央
に
迭
る
べ
き
税
物
(
租
?
)
を
首
州
に
折
き
留
め
て
(
州
鯨
官
の
稔
等

(ロ)
に
)
供
用
し
た
り
す
る
場
合
、
中
央
ま
で
の
運
迭
費
で
あ
る
附
加
税
の
脚
銭
の
徴
牧
に
つ
い
て
は
、
七
百
里
分
の
脚
銭
を
上
限
と
し
、
し
か
も

(
日
)

そ
れ
を
折
留
分
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
の
一
意
か
。
脚
銭
額
は
職
、退
手
段
と
距
離
に
臆
じ
て
度
支
が
定
め
て
お
り
、
唐
令
拾
遺
賦
役
令
復
奮
3
傑

(
M
)
 

に
「
其
れ
運
脚
は
庸
調
之
家
よ
り
出
だ
せ
」
と
納
税
者
が
負
措
し
た
。
税
物
を
選
納
し
な
い
場
合
の
脚
銭
の
扱
い
に
つ
い
て
の
特
殊
規
定
。

- 6 ー

第
同
僚

(
E
1
1
6
〉
鴎
右
遁
の
涼
州
及
び
秦
州
へ
庸
調
を
迭
納
し
た
場
合
の
規
定
か
。

(

日

〉

出
入
僚
に
「
凡
そ
蕃
使
出
入
し
、
囚
徒
及
び
軍
物
を
停
迭
す
る
に
、

4
行
自
の
「
防
援
」
と
は
、
養
老
軍
防
令
臼
蕃
使

人
を
防
援
に
須
ゐ
ば

皆
量
り
て
所
在
の
兵
士
を
差
し
て
遁
迭
せ
よ
。
」

と
あ
り
、
囚
人
や
軍
物
博
迭
の
際
の
護
迭
を
さ
す
用
語
で
、
兵
士
等
が
あ
た
る
。
従
っ
て
本
僚
の
職
迭
も
軍
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
涼
州

や
秦
州
か
ら
さ
ら
に
軍
事
前
線
の
西
域
へ
迭
納
す
る
際
に
、
秦
州
以
西
の
道
筋
の
州
鯨
や
鎮
・
成
が
兵
士
や
人
夫
を
徴
渡
し
て
防
援
し
、
軍
物

が
紋
損
し
な
い
よ
う
に
定
め
、
損
減
が
あ
っ
た
場
合
に
は
携
嘗
官
人
を
慮
罰
す
る
と
し
て
い
る
。
内
容
上
、
創
南
諸
州
の
庸
調
の
伊
川
・
瓜
州



へ
の
迭
納
を
指
示
す
る
第
辺
僚
と
重
複
す
る
が
、
本
僚
は
秦
州
以
西
の
迭
納
過
程
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

唐
朝
の
軍
事
と
財
政

)
 

唱
E
A(
 
牧
監
経
費
に
つ
い
て

こ
こ
に
新
た
に
復
原
さ
れ
た
部
分
も
含
め
、
現
存
す
る
度
支
奏
抄
全
陸
を
見
渡
し
て
気
附
く
こ
と
は
、
軍
事
関
係
の
問
題
を
扱
う
候
文
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
本
文
書
は
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
全
文
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
推
測
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
圏
全

土
の
あ
ら
ゆ
る
財
政
指
示
を
規
定
し
た
奏
抄
の
う
ち
、

あ
る
一
部
が
偶
然
に
残
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

本
文
書
の
残
存
部
分
か
ら
わ
か
る
特
色

は
、
儀
鳳
年
聞
の
唐
の
園
家
財
政
全
睡
の
傾
向
、
首
時
の
問
題
の
方
向
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
文
書
で
注
目
さ
れ
る
軍
事
闘

係
の
財
政
指
示
の
う
ち
、

一
つ
は
牧
監
に
閲
す
る
い
く
つ
か
の
規
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。

牧
監
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
第
口
僚
が
詳
し
い
が
、
他
に
第
況
傑
〈
G
4
1
A
7
)
が
牧
監
内
に
お
け
る
、
戸
奴
蝉
等
の
春
多
衣
料
、
猛
獣
劉

第
部
俊

(
A

- 7ー

策
の
賞
料
、
「
主
川
憤
」
賞
料
に
つ
い
て
、
太
僕
寺
が
統
括
し
て
八
月
上
旬
ま
で
に
来
年
の
必
要
料
物
を
度
支
に
申
請
す
る
規
定
。

お

J
E
3
)
が
秦
州
、
夏
州
、
原
州
、
瞳
州
、
嵐
州
の
庸
物
の
支
給
規
定
。

る
。
第
同
僚

(
E
m
l
u
〉
は
内
容
は
不
明
だ
が
、

J
E
1
)
は
何
か
の
料
物
が
秦
州
に
迭
ら
れ
、

各
々
嘗
州
で
支
給
し
、

「
以
西
須
物
及
圏
在
諸
州
牧
監
」
の
語
が
見
え
、

八
月
上
旬
ま
で
に
度
支

・
金
部
へ
報
告
す

や
は
り
牧
監
に
関
わ
る
。
第
9
篠
ハ
F
1

秦
州
に
命
じ
て
原
州
に
迭
納
さ
せ
る
。

ま
た
長
川
鎮
に
一
年
間
必
要
な
料
物
を
秦
州
が
計
算
し

て
貯
納
し
て
お
く
。

「
諸
使
監
」
と
見
え
、
前
の
口
俊
で
も
「
長
川
鎮
」
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

」
れ
も
秦

・
原
州
の
牧
監
の
料
物
に
つ
い
て

の
規
定
と
考
え
て
誤
り
は
な
い
。
現
存
す
る
範
園
で
牧
監
に
閲
す
る
規
定
は
五
箇
僚
も
あ
る
。
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(
国
)

以
上
の
規
定
に
は
五
つ
の
州
と
原
州
使
、
盟
州
羊
牧
使
、
長
川
鎖
が
見
え
て
い
る
が
、
牧
監
の
組
織
構
造
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。
新
唐
書

其
の
制
近
世
に
起
く
。
」
と
唐
の
牧
監
の
制
自
睦
は
新
し
い
も
の
で
、

馬
を
蕃
や
す
所
以
な
り
。

「
唐
の
初
め
起

巻
五

O
兵
志
に
「
監
牧
は
、



国
志
に
も
「
貞
翻
中
、
京
師
の
東
赤
岸
津
よ
り
馬
牧
を
秦
・
滑
二
州
の
北
、

ご
ろ
に
突
厭
や
惰
の
馬
を
臨
右
の
地
に
移
し
て
牧
監
の
制
が
始
ま
っ
た
。

曾
州
の
南
、

蘭
州 監
秋牧
遁の
照 制
の此
西れ
Uこよ
移(り
す口始
」。)ま

る
と
あ」

りま
、た

貞元
観和
年郡
開鯨
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く
る
や
、
突
厩
の
馬
二
千
匹
を
得
、
叉
隔
の
馬
三
千
を
赤
岸
津
に
得
、

之
を
臨
右
に
徒
す
。

そ
の
地
域
は
逼
典
巻
二
五
太
僕
卿
に
「
-
初
め
四
十
八
監
を
置
き
、
蘭
・
滑
・
秦
・
原
四
州
の
地
に
跨
る
。
猶
ほ
陸
狭
と
震
り
、
更
に
八
監
を

(

四

)

析
き
河
曲
に
布
く
。
」
と
あ
る
四
州
で
、
こ
の
臨
右
監
牧
は
東
西
南
北
の
四
使
に
分
か
れ
、
牧
監
の
中
核
を
な
す
。
新
唐
室
田
兵
志
に
「
其
の
後
、

八
監
を
盟
州
に
、
三
監
を
嵐
州
に
盆
置
す
。
盟
州
使
は
八
、
白
馬
等
の
坊
を
統
べ
、
棲
煩
・
玄
池
・
天
池
の
監
を
統
ぶ
。
」
と

嵐
州
使
は
三
、

(
山
口
〉

後
に
瞳
州
嵐
州
に
も
牧
監
を
増
設
し
た
。
以
上
の
牧
監
の
綿
敷
は
史
書
の
聞
に
異
同
が
あ
る
が
、
六
典
巻
五
駕
部
で
は
「
市
し
て
監
牧
六
十
有

五
、
皆
な
使
を
分
か
ち
て
之
を
統
ぶ
。
南
使
十
五
監
、
西
使
十
六
監
、
北
使
七
監
、
東
使
九
監
、
盟
州
使
八
監
、
嵐
州
使
三
監
」
と
あ
る
。
こ

れ
と
本
文
書
と
を
比
較
す
れ
ば
、
嵐
州
と
盟
州
羊
牧
使
(
堕
州
は
馬
監
で
は
な
い
ら
し
い
)
は
見
え
る
通
り
だ
が
、
中
植
で
あ
る
四
使
・
約
四
十

八
監
の
臨
右
監
牧
に
つ
い
て
は
、
秦
・
原
・
蘭
・
滑
の
四
州
の
地
に
お
か
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
本
文
書
に
よ
れ
ば
秦
州
と
原
州
が
全
瞳
を

- 8ー

管
轄
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
お
僚
に
は
こ
の
二
州
以
外
は
見
え
な
い
し
、
先
の
第
日
篠
に
は
臨
右
諸
監
料
千
疋
、
秦

(
0・
)
州
諸
監
料

千
疋
、
原
州
諸
監
料
八
百
疋
の
三
項
目
が
み
え
る
の
で
、
こ
の
臨
右
諸
監
と
は
秦
・
原
二
州
以
外
の
蘭
州
と
、
清
州
に
置
か
れ
た
監
牧
を
指
し
て

い
る
と
解
轄
で
き
る
。
な
お
こ
の
他
第
お
僚
に
見
え
て
い
る
夏
州
に
つ
い
て
は
、
上
越
の
牧
監
関
係
史
料
に
は
現
れ
な
い
、
が
、
本
文
書
の
三
年

後
の
永
隆
二
年
(
六
八
一
)
に
、

永
隆
二
年
七
月
十
六
日
、
夏
州
群
牧
使
安
元
蕎
奏
言
す
。
調
露
元
年
九
月
従
り
己
後
、
二
月
五
日
に
至
る
前
、
死
失
せ
る
馬
一
十
八
高
四

(

却

)

千
九
百
匹
、
牛
一
高
一
千
六
百
頭
な
り
。

唐
曾
要
巻
六
六
群
牧
使
に
よ
れ
ば
、

卿
・
勾
嘗
群
牧
」
と
な
り
麟
徳
元
年

2
ハ
六
回
)
ま
で
任
に
あ
る
が
、
臨
右
群
牧
の
勾
嘗
、
検
校
な
ど
は
「
官
衝
に
入
ら
ず
」
、

と
あ
り
、
夏
州
群
牧
使
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
四
使
か
ら
な
る
臨
右
監
牧
の
組
織
で
あ
る
が
、

貞
翻
十
五
年
(
六
四
一
)
に
張
寓
歳
が
「
太
僕
少

「
儀
鳳
三
年
十



月
、
太
僕
少
卿
李
思
文
、
臨
右
諸
牧
監
使
を
検
校
す
。
葱
れ
よ
り
始
め
て
使
現
有
り
。
」
と
、
臨
右
諸
牧
監
使
が
設
け
ら
れ
る
の
は
、

支
奏
抄
の
作
ら
れ
た
儀
鳳
三
年
ハ
六
七
八
)
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
本
文
書
で
は
未
だ
存
在
し
な
い
。
で
は
現
地
で
管
理
に
あ
た
っ
て

い
る
機
構
は
何
か
が
周
題
に
な
る
が
、
先
の
元
和
郡
鯨
園
志
に
は
績
け
て
「
監
牧
使
を
置
き
以
て
其
の
事
を
掌
る
。
の
り
て
原
州
刺
史
を
以
て

都
監
牧
使
と
魚
し
、
以
て
四
使
を
管
す
。
」
と
あ
り
、
原
州
刺
史
が
都
監
牧
使
と
し
て
統
括
し
た
か
と
推
察
さ
れ
、
第
日
僚
に
原
州
の
「
本
使
」

〔
街
カ
〕

「
原
州
使
」
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
四
使
の
う
ち
「
北
使
は
原
州
城
内
に
寄
理
し
、
東
宮
使
は
原
州
域
内
に
寄
理
す
。
」
(
元
和
郡
勝
闘
志
〉
と

こ
の
度

北
使
、
東
使
が
原
州
域
内
に
本
擦
を
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
原
州
が
管
轄
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
文
書

に
、
原
州
だ
け
で
な
く
秦
州
が
見
え
る
の
は
何
故
か
、
秦
州
は
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

第
日
僚
に
み
え
る
諸
州
で
の
料
物
の
支
給
関
係
を
観
察
す
る
と
、
瞳
州
は
盟
州
羊
牧
使
か
ら
、
嵐
州
諸
監
の
料
物
は
嵐
州
か
ら
支
給
さ
れ
、

各
州
内
で
慮
理
さ
れ
る
の
に
劃
し
、
臨
右
諸
監
、
秦
州
、
原
州
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
関
係
で
は
な
い
。
臨
右
諸
監
の
料
物
千
疋
は
す
べ

〈

幻

)

て
秦
州
か
ら
支
給
さ
れ
、
そ
れ
を
長
川
鎮
(
秦
州
の
隠
城
鯨
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
)
へ
迭
納
し
て
貯
え
て
お
く
。
秦
州
諸
監
料
の
千
疋

は
秦
州
か
ら
支
給
さ
れ
、
秦
州
の
物
が
不
足
に
な
れ
ば
長
川
鎖
よ
り
支
給
す
る
と
規
定
す
る
が
、
長
川
鎮
の
料
物
は
元
来
は
秦
州
よ
り
迭
納
し

- 9 ー

て
貯
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

原
州
諸
監
料
の
八
百
疋
は
本
使
(
原
州
刺
史
の
都
監
牧
使
〉
か
ら
支
給
さ
れ
る
が
、
若
し
足
り
な
い
場
合
に
は
某
所

か
ら
原
州
使
へ
料
物
が
迭
納
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
次
掲
の
第
9
僚
か
ら
秦
州
よ
り
迭
納
さ
れ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

F
1
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2 

勘
預
定
、
秦
州
一
圏
一
盟
国
口
口
円

至
秦
州
目
、
剖
仰
秦
州
准
程
以
近
岡
一
画
一
一
側
一

一
也
選
納
原
州
。
其
長
川
鎮
一
年
所
須
亦
圏
一

秦
州
官
司
酪
量
便
即
貯
納
。
諸
岡
藍
周
一

口
口
口
口
口
口
口
円
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口
口
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U
口
一
盟
国
勘
曾
。
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と
あ
り
、
料
物
が
秦
州
に
到
着
す
る
と
、
秦
州
か
ら
原
州
へ
迭
納
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
秦
州
は
長
川
鎮
に
一
年
分
の
料
物
も
貯
納
す

る
。
そ
の
長
川
鎮
の
料
物
に
つ
い
て
は
依
失
の
た
め
不
明
だ
が
、
ア
ス
タ
ー
ナ
二
九
挽
墓
出
土
の
同
類
の
度
支
奏
抄
の
破
片
に
「
委
秦
府
官
司

(

幻

)

宮
司
門
川
」
と
同
文
が
あ
っ
て
後
文
が
推
定
で
き
、

諸
使
監
詩
人
至
目
、

ら
、
長
川
銀
は
牧
監
の
料
物
の
貯
臓
所
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

諸
牧
監
や
使
が
料
物
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
か

制
問
量
便
将
貯
納
。

第
日
僚
は
牧
監
経
費
の
う
ち
殺
獣
狼
料
な
ど
限
ら
れ
た
も
の
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
牧
監
経
費
全
睦
の
支
給
方
法
も
類
推
で
き
よ

う
。
即
ち
、
行
政
上
は
原
州
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
た
が
、
財
政
的
に
は
秦
州
に
依
存
す
る
面
が
大
き
く
、
秦
州
の
料
物
及
び
そ
こ
か
ら
貯

納
さ
れ
た
秦
州
内
の
長
川
鎮
の
料
物
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
心
と
な
っ
た
秦
州
の
料
物
は
、
嘗
然
秦
州
で
徴
納
さ
れ
た
庸
調
の
み

で
は
な
い
は
ず
で
、
第
9
僚
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
他
州
か
ら
秦
州
へ
迭
納
さ
れ
た
税
物
で
あ
ろ
う
。
新
唐
書
兵
志
回
目
頭
に
「
馬
は
兵
の
用

(

お

)

府
丘
一
制
と
並
ん
で
唐
朝
の
軍
事
を
支
え
て
い
た
大
規
模
な
監
牧
制
で
あ
る
が
、
そ
れ

な
り
。
」
と
誕
わ
れ
、

最
大
で
七
十
蔦
六
千
疋
を
数
え、

各
州
か
ら
の
庸
調
の
迭
納
は
、
本
文
書
に
見
え
る
も
う

一
つ
の
軍
事
関
係
の
指
示
で
あ
る
、

軍
物
の
迭
納
規
定
に
も
見
え
、
そ
こ
か
ら
遺
納

- 10ー

を
経
済
的
に
維
持
し
て
い
た
の
は
中
圏
各
地
か
ら
秦
州
へ
迭
納
さ
れ
た
税
物
だ
司
た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
貫
態
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
、
軍
物
の
迭
納
規
定
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(2) 

軍
物
の
迭
納
と
和
羅

第
同
僚
は
、
軍
物
を
涼
州
や
秦
州
へ
迭
り
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
軍
事
前
線
へ
遺
る
際
の
規
定
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
軍
事
料
物
の
迭
納
規
定

は
他
に
も
見
え
る
。

H
口

口

円

〕
一回
秦
涼
二
府
者
、
其
絹
並
令
練

18 

門信門
ø~ 

U凶 U
融口
園其
不州
得鯨
イ就 官
勾人
受及
雇親
魚識
口 弁

ノ、
A 
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後

依

こ
の
第
8
傑
は
秦
州
・
涼
州
へ
、
4
怠
納
す
る
際
の
絹
の
扱
い
、
及
び
官
人
等
の
俄
雇
、
代
職
を
禁
止
し
た
も
の
で
、
迭
納
先
が
第
日
僚
と
一
致

(

担

)

さ
ら
に
西
の
軍
事
前
線
へ
運
ば
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
て
こ
こ
で
迭
納
さ
れ
て
い

す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
軍
物
と
し
て
迭
納
さ
れ
、

る
物
の
性
格
で
あ
る
が
、
唐
令
拾
遺
賦
役
令
復
奮
第
3
僚
の
、

諸
そ
庸
調
の
物
は
、
年
毎
に
八
月
上
旬
よ
り
起
し
職
し
、
三
十
日
の
内
に
畢
れ
。
九
月
上
旬
に
各
々
木
州
よ
り
護
て
よ
。
庸
調
の
車
舟
未

だ
護
た
ざ
る
聞
に
、
身
死
ぬ
る
こ
と
有
ら
ば
、
其
の
物
は
却
け
還
せ
。
其
れ
運
脚
は
庸
調
之
家
に
出
だ
さ
し
め
、
和
顧
に
任
せ
て
迭
達
せ

ょ
。
須
ゐ
る
所
の
衰
束
調
度
は
、
庸
調
を
折
ぎ
充
て
物
に
随
ひ
て
轍
納
せ
よ
。
皆
州
司
領
迭
し
、
俄
勾
し
て
便
に
障
ひ
て
緯
轍
す
る
こ
と

〈
お
)

を
得
ず
。

(

部

)

と
、
徴
牧
し
た
庸
調
の
迭
納
に
あ
た
り
、
州
司
が
客
一
商
を
俄
雇
し
て
(
請
負
わ
せ
)
税
物
を
勾
嘗
運
迭
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
た
令
文
を
、

依
り
て
」
と
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
州
で
嘗
年
徴
牧
し
た
庸
調
を
、
南
京
に
で
は
な
く
、
直
接
秦
州
や
涼
州
へ
迭
納
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

で
あ
る
。

「
A
(
甘
に

-11ー

つ
ま
り
西
域
の
戦
線
で
必
要
な
軍
事
支
出
の
た
め
、
諸
州
で
徴
牧
し
た
庸
調
等
を
直
接
秦
州
・
涼
州
へ
、迭
納
さ
せ
て
い
る
の

A' こ
8 の

と
を
明
確

刀言

し
て
し、

る
の
tま
第
22 
(療
で

235 

毎
年
伊
州
貯
物
参
蔦
段
、
瓜
州
貯
物
査
蔦

9 

段
、
制
南
諸
州
庸
調
迭
至
涼
府
目
、
請
委
府

司
、
各
准
数
差
宜
園
部
一
圏
、
弁
給
停
遁
往

瓜
伊
二
州
、
の
令
所
在
兵
防
人
夫
等
防
援
一回
任

夫
脚
護
遣
詑
、
仰
頭
色
数
具
申
所
司
。
其
伊

10 11 12 13 

瓜
等
州
准
数
受
納
、
破
用
見
在
、
年
終
申
金
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14 

部
度
支
。

(

幻

)

と
あ
り
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
軍
事
物
資
と
し
て
臨
右
道
の
伊
州
三
寓
段
、
瓜
州
一
高
段
を
創
南
道
諸
州
庸
調
の
う
ち
か
ら
迭
納
す
る
。

こ
こ
で
も
剣
南
諸
州
が
迭
納
に
あ
た
る
の
は
涼
州
ま
で
で
あ
る
。

第
辺
僚
で
は
剣
南
道
だ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
各
地
の
州
か
ら
臨
右
道
の
職
迭
基
地
で
あ
る
秦
州
・
涼
州
ま
で
庸
調
の
迭
納
が
命
ぜ
ら
れ
た
、

と
以
上
か
ら
推
察
で
き
る
。
秦
涼
二
州
か
ら
は
さ
ら
に
西
へ
運
ば
れ
、
各
遊
軍
の
軍
事
費
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
出
土
文
書
中
に
見
え
る

(
お
〉

「
、
選
由
巾
練
使
」
等
が
職
迭
の
任
に
あ
た
司
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
運
ば
れ
た
庸
調
等
が
軍
事
経
費
と
し
て
い
か
に
運
用
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
通
典
巻
六
の
度
支
歳
計
に
布
絹
に
つ
き
「
千
三
百

〔
使
カ
〕

省
内
、
諸
道
丘
ハ
賜
及
和
雑
、
弁
遠
小
州
使
充
官
料
、
郵
騨
等
費
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兵
士
の
給
輿
の
他
、
主
に
和
雑
に
あ
て
ら
れ
、
粟
米
等
に
嬰

(
却
)

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
し
時
代
は
後
に
な
る
が
、
寅
際
に
進
境
の
軍
が
和
維
を
行
な
っ
て
い
た
寅
態
を
示
す
史
料
が
あ
る
。
次
の
天
賓

2
合
嘗
軍
天
賓
四
載
和
粂
、
准

- 12ー

四
載
(
七
四
五
〉
河
西
豆
庫
軍
和
雑
禽
計
牒
で
あ
る
。

レ
旨
支
ニ
試
蔦
段
一
出
ニ
武

3
威
郡
(
准
レ
佑
折
請
得
施
絹
練
綿
等
、
惣
萱
蔦

4
態
肝
陸
伯
柴
拾
捌
屯
疋
参
丈
伍
尺
感
寸
萱
拾
銑
。

伍
肝
陸
伯
疋
、
大
生
網
。

5 6 

伍
伯
伍
拾
疋
、
河
南
府
組
。

7 

武
伯
淀
拾
疋
、
捜
緋
。

8 

試
伯
尚
拭
拾
疋
、
糧
縁
。

9 

萱
肝
玖
伯
試
拾
淀
屯
萱
拾
妹
、
大
綿
。

10 

萱
肝
架
伯
疋
、
映
郡
施
。



11 

(

m
刊
〉

庫
降
参
伯
陸
拾
萱
疋
参
丈
伍
尺
嬉
寸
、
大
練
。

'" 以

下

略
¥J 

こ
れ
は
豆
庫
軍
の
和
薙
料
と
し
て
、
以
下
に
細
目
が
列
記
さ
れ
た
二
高
段
分
を
「
旨
」
に
よ
り
武
威
郡
で
支
給
を
う
け
、
そ
の
絹
結
等
を
沙

州
敦
埠
郡
に
お
い
て
穀
類
に
和
濯
し
た
こ
と
を
示
す
帳
簿
で
あ
る
。
支
給
を
う
け
て
い
る
武
威
郡
と
は
涼
州
で
あ
る
か
ら
、
諸
州
庸
調
が
涼
州

ま
で
迭
納
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
西
の
謹
軍
へ
運
逸
さ
れ
る
本
文
書
に
窺
わ
れ
る
七
世
紀
後
半
の
あ
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。

寓
段
が
支
給
さ
れ
て
い
る
が
、
六
典
巻
三
度
支
に

「
旨
」
に
よ
り
二

凡
そ
天
下
の
謹
軍
、
皆
支
度
の
使
有
り
。
以
て
軍
資
糧
伎
の
用
を
計
ふ
。
毎
歳
の
所
費
、
皆
度
支
に
申
し
て
之
を
合
同
計
し
、
長
行
旨
を
以

支
度
使
及
び
軍
州
、

て
準
と
震
す
。

レ
4

。

毎
年
の
移
り
に
、

各
々
破
用
・
見
在
の
敷
を
具
さ
に
し
、

金
部
・
度
支
・
倉
部
に
申
し
て
勘
曾
せ

- 13ー

(

幻

〉

と
あ
り
長
行
旨
僚
に
依
る
の
で
あ
る
が
、
開
元
二
十
四
年
〈
七
三
六
〉
以
前
に
は
嘗
然
毎
年
の
度
支
奏
抄
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

第
包
僚
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
賓
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
に
は
、

27 

以
前
疋
段
、
准
レ
佑
都
計
嘗
ニ
銭
参
肝
京
伯
陸

拾
陸
貫
柴
伯
伍
拾
玖
文
「
計
レ
粂
得
-
一
餅
劃

萱
首
円
査
伯
萱
拾
伍
碩
陸
劃
玖
勝
萱
合
↓

其
餅
到
、
牧
-
耐
去
載
多
季
軍
倉
載
支

組
帳
円
程
一
一
支
度
勾
「
弁
牒
=
上
金
部
・
比
部
・

29 28 30 31 32 

度
支
-
詑
。

237 

と
あ
っ
て
、
前
年
の
和
羅
分
に
つ
い
て
は
年
末
(
冬
季
〉
に
支
度
使
の
勘
勾
を
経
て
、

つ
ま
り
こ
の
和
薙
曾
計
牒
に
見
え
る
あ
り
方
は
、
律
令
制
度
以
来
の
方
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
度
支
奏
抄

中
央
の
金
部
・
比
部
・
度
支
に
報
告
し
て
お
り
、

右
の

六
典
の
規
定
と
殆
ぼ
合
致
す
る
。
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に
よ
り
、
各
地
の
庸
調
が
秦
州
・
涼
州
な
ど
へ
迭
納
さ
れ
た
う
ち
か
ら
料
物
の
割
り
あ
て
が
決
定
さ
れ
、
連
軍
で
は
そ
の
料
物
を
受
納
し
て
和

殺
を
行
な
い
、
支
度
使
が
監
督
し
、
年
末
に
和
雑
な
ど
の
禽
計
報
告
を
度
支

・
金
部

・
比
部
な
ど
に
報
告
し
、

こ
う
し
て
遁
境
で
の
唐
朝
の
軍

事
行
動
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

秦
州
や
涼
州
へ

和
雑
料
と
し
て
庸
調
を
迭
納
し
た
州
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
に
は
第
幻
僚
の
剣
南
諸
州
の
庸
調
の
例
が
見
え
る
だ
け
だ
が、

さ
ら
に
豆
藍
軍
和
線
曾
計
牒
に
は
「
河
南
府
施
」
「
険
郡
施
」
が
見
え
、
書
き
分
け
て
あ
る
貼
か
ら
も
、
こ
れ
は
洛
陽
に
貯
賦
さ
れ
て
い
た
施

で
は
な
く
、
洛
州
河
南
府
及
び
険
州
の
庸
調
ま
た
は
そ
の
折
色
の
施
が
涼
州
へ
、
4

怠
納
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
河
南
道
か
ら
も
迭
納
さ
れ
て

(
M
M
)
 

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
各
州
か
ら
迭
ら
れ
た
庸
調
物
が
港
境
に
お
い
て
和
殺
さ
れ
た
と
想
定
で
き
れ
ば
、
吐
魯
番
か
ら
出
土
し
て
い
る
多
く
の
墨
書
銘
の
あ

る
庸
調
布
類
も
、
嘗
時
の
国
家
財
政
を
物
語
る
史
料
と
な
る
。
勿
論
、
自
然
に
流
通
し
て
様
々
な
経
路
で
西
域
に
至
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
が
、

の
墨
書
の
あ
る
白
絹
(
宮
、
叶
〉
玄
∞
白
川
口
)
を
と
り
上
げ
れ
ば
、

(

お

)

六
挽
墓
か
ら
は
開
元
二
年
成
達
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
。
開
元
二
年
は
先
天
二
年
の
翌
年
で
、
異
常
な
速
さ
で
埋
納
さ
れ
て
お
り
、
先
天
二
年

一
例
と
し
て
朱
印
と
「
先
天
二
年
八
月
」

」れ
が
出
土
し
た
ア
ス
タ
ー
ナ

14ー

(
七
二
ニ
)
八
月
に
庸
調
と
し
て
徴
牧
さ
れ
た
網
が
、

そ
の
多
に
涼
州
な
ど
の
配
所
へ
迭
納
さ
れ
、

翌
年
早
々
に
西
州
の
溢
軍
が
受
納
し
和
雑

に
出
さ
れ
、

百
姓
の
手
に
渡
り
埋
葬
に
供
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
お
そ
ら
く
吐
魯
番
出
土
の
庸
調
布
は
い
ず
れ
も
園
家
の
手
で
西
州
ま

で
軍
物
と
し
て
迭
納
さ
れ
、
和
雑
さ
れ
て
百
姓
の
手
に
渡
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
州
名
の
わ
か
る
墨
書
銘
を
ま
と
め
る
と
表
ー
の
よ
う
に
な

(

但

)

り
、
時
期
は
七
世
紀
後
牢
か
ら
八
世
紀
開
元
年
聞
に
及
び
、
先
の
創
南
、
河
南
だ
け
で
な
く
、
山
南
道
、
江
南
道
な
ど
贋
く
中
園
各
地
か
ら
庸

調
が
西
域
へ
遊
軍
の
和
維
料
と
し
て
迭
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
天
賢
二
年
(
七
四
三
)
交
河
郡
市
佑
案
に
梓
州
小
練
、
河
南
府
生
施
、

(
お
〉

蒲

・
快
州
施
、
常
州
布
の
市
佑
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
こ
と
自
僅
は
他
の
一
般
の
布
や
練
と
債
格
が
異
な
る
た
め
だ
が
、
市
佑
が
和
縫
に
不
可
飲

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
布
白
巾
が
怠
納
さ
れ
和
雑
さ
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
常
州
は
江
南
道
、
蒲
州
は
河
東
遁
で
あ

る
。
本
文
書
に
見
え
る
、
軍
事
料
物
や
牧
監
経
費
と
し
て
涼
州
や
秦
州
へ
迭
納
さ
れ
た
の
も
、
以
上
の
諸
道
か
ら
康
く
運
ば
れ
た
席
調
だ

っ
た
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吐魯番出土庸調布に見える州豚

創南道 | 江 南 道 | 山南道|欄道 道

陵j十| 成都府 盆

i i i i 
南府河

州、I

双流 都府j督十|
長水

事号、

鯨(印 毎膝鈴
足 憲章

郷、._/

里

f布)廊ヘ 庸調布 布)f麻h、 脚布 租布 庸調布 〆布〉麻問、 庸調布 航布) 租布 調布
、f麻布J h、 種類

開 光宅 龍市申 開永
フじ

九年冗 二年隆
九年 年十7c 年-八4 

年

八 八 八 月
月 一 月 月月

月

※※  

表 1

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

※はスタイン将来(仁井田陸論文)，他は王;柄華氏論文(文物1981-1)による

(3) 

財

政

の

特

色

本
度
支
旨
保
全
瞳
に
見
え
る
料
物
の
動
き
を
見
る
と
、

い
わ
ば
職
迭
基
地
で
あ
る
秦
州
や
涼
州
へ
の
迭
納
に
集
中

し
、
西
域
の
軍
事
前
線
や
牧
監
へ
と
中
園
の
西
方
に
財
政

支
出
の
重
貼
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に

儀
鳳
三
年
〈
六
七
八
〉
前
後
の
歴
史
背
景
を
ふ
り
返
っ
て

お
く
。

- 15-

龍
朔
三
年
(
六
六
一
ニ
〉
親
唐
的
な
吐
谷
揮
は
吐
蕃
に
大

敗
し
、
威
享
元
年
(
六
七
O
〉
に
は
吐
蕃
は
西
域
十
八
州

を
陥
れ
、
唐
は
大
軍
を
汲
遣
す
る
も
大
敗
を
喫
し
、
安
西

四
鎮
(
駕
番
・
範
葱
・
疏
勅
・
子
関
〉
を
底
止
し
た
。
そ
の

後
上
元
年
中
に
四
鎮
の
回
復
に
務
め
た
ら
し
い
が
、

儀
鳳

元
年
(
六
七
六
)
に
吐
蕃
は
都
・
廓
・
河
・
芳
・

墨
州
な

ど
臨
右
道
諸
州
を
陥
れ
、
さ
ら
に
儀
鳳
二
年
に
は
西
突
販

の
曾
長
阿
史
那
都
支
が
吐
蕃
と
連
合
し
、
安
西
四
銭
を
陥

れ
る
。
尚
書
左
僕
射
劉
仁
軌
を
涯
遺
し
た
り
し
た
が
、

つ

い
に
斐
行
俊
を
し
て
サ
サ
ン
朝
ベ
ル
シ
ャ
の
王
子
を
迂
る
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(

お

)

名
目
で
西
川
へ
行
か
せ
西
突
厭
を
討
つ
の
に
成
功
し
、
調
露
元
年
(
六
七
九
)
に
至
り
安
西
四
鎮
を
回
復
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
北
ア
ジ
ア
で

は
、
外
モ
ン
ゴ
ル
の
織
勤
諸
部
が
額
慶
五
年
(
六
六
O
)
に
反
蹴
を
お
こ
し
た
が
、
龍
朔
三
年
(
六
六
一
-
一
〉
よ
う
や
く
鎮
座
し
、
皐
子
都
護
府
、

(

幻

〉

安
北
都
護
府
と
都
護
府
を
改
名
し
、
調
露
元
年
多
に
反
乱
を
お
こ
す
ま
で
東
突
厭
と
鍛
勤
は
唐
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
度

支
奏
抄
が
作
成
さ
れ
た
儀
鳳
三
年
は
、
西
域
で
は
吐
蕃
・
西
突
蕨
と
戦
闘
の
員
最
中
で
あ
り
、
北
の
識
勤

・
東
突
阪
と
は
翌
年
多
に
は
反
凱
が

お
き
大
被
害
が
で
て
い
る
〈
前
掲
の
永
隆
二
年
の
夏
州
群
牧
使
奏
な
ど
)
わ
け
で
、
極
度
の
緊
張
朕
態
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

(
お
)

こ
の
吐
蕃
・
西
突
厩
と
の
戦
闘
に
お
い
て
奥
州
・
鳳
州
(
と
も
に
山
南
西
道
)
ま
た
剣
南
・
山
南
道
か
ら
兵
を
護
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

料
物
は
よ
り
康
く
の
州
よ
り
庸
調
が
迭
納
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
突
販
を
討
つ
の
に
も
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
諸
州
か
ら
多
く

の
庸
調
が
涼
州
や
秦
州
へ
迭
約
さ
れ
て
い
る
特
色
は
、
直
接
的
に
は
儀
鳳
三
年
首
時
の
西
域
の
緊
迫
し
た
軍
事
情
勢
に
封
躍
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
牧
監
の
分
布
や
、
突
阪
や
吐
蕃
と
の
関
係
が
唐
代
を
通
じ
て
大
き
な
軍
事
外
交
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
西
域

へ
の
比
重
の
大
き
さ
、
即
ち
防
衛
経
費
と
し
て
の
西
方
へ
の
庸
調
の
迭
納
は
、
唐
律
令
制
下
の
園
家
財
政
の
重
要
な
枠
組
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

- 16ー

も
ち
ろ
ん
雨
京
以
外
の
迭
納
先
が
す
べ
て
秦
州
や
涼
州
だ
ア
た
わ
け
も
な
く
、
時
の
軍
事
情
勢
に
麿
じ
各
地
へ
、
遺
納
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
顔
魯

公
文
集
附
録
顔
魯
公
行
肢
に
「
華
日
は
く
、
園
家
の
奮
制
、

(

ぬ

)

し
。
相
侍
し
て
天
下
の
北
庫
と
な
る
(
下
略
)
。
」
と
あ
り
、

江
准
郡
の
租
布
、

清
河
に
貯
へ
、

以
て
北
軍
の
費
用
に
備
ふ
。

日
震
る
こ
と
久

河
北
道
の
貝
州
に
も
「
北
軍
費
用
」
と
し
て
江
南
や
准
南
の
折
租
布
が
迭
納
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
漬
口
重
園
氏
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
江
南
の
租
を
布
で
納
め
る
の
が
一
般
化
す
る
の
は
開
元
十
八
年
(
七
三
O
)

(

ω

)

 

以
降
で
あ
り
、
貝
州
へ
の
税
物
の
、迭納
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
遡
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
財
政
の
比
重
と
し
て
は
西
域
へ
の
庸
調
の

迭
納
に
は
及
ば
な
い
と
思
う
。

唐
の
調
庸
制
に
よ
る
財
政
運
営
の
特
色
は
、

度
支
の
指
示
に
よ
り
、

庸
調
を
南
京
に
で
は
な
く
、

使
途
(
主
に
軍
事
)
に
腰
じ
て
指
定
し
た

配
所
へ
直
接
迭
納
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
通
風
〈
巻
六
の
天
賓
の
度
支
歳
計
と
し
て
「
布
絹
綿
則
二
千
七
百
齢
寓
端
屯
疋
」
に



つ
い
て
「
千
三
百
高
、

入
=
西
京
↓
一
百
高
、
入
-
一
東
京
↓
千
三
百
薦
、
諸
道
兵
賜
及
和
濯
、

〔
便
カ
)

弁
遠
小
州
使
充
官
料
、

郵
騨
等
費
。
」
と
、
長
安

と
洛
陽
と
そ
れ
以
外
と
納
入
先
に
よ
り
支
出
を
分
類
し
て
い
る
の
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
す
る
。
ち
な
み
に
最
後
の
項
目
は
そ
の
大
部
分

(
H
U
)
 

が
兵
賜
(
賂
丘
ハ
給
奥
〉
と
和
雑
料
で
、

諸
軍
経
費
と
し
て
違
約
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
各
節
度
使
の
内
書
に
つ
い
て
も
、

安
西
、
河

西
、
北
庭
、
臨
右
及
び
群
牧
な
ど
天
賓
年
中
に
お
い
て
も
西
域
の
溢
軍
が
大
牢
を
占
め
て
い
る
。

庸
調
の
納
所
と
用
途
が
連
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
南
京
に
納
入
さ
れ
た
分
は
全
て
官
僚
給
興
や
官
司
経
費
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
、
そ
こ
か

ら
軍
事
費
を
割
い
て
遺
る
こ
と
は
な
く
、
い
か
な
る
戟
争
が
あ
っ
て
も
都
城
で
の
財
政
に
は
直
接
影
響
は
な
い
の
で
あ
る
。
度
支
は
中
央
財
政

そ
の
残
り
を
軍
事
や
牧
監
の
経
費
と
し
て
特
定
の
州
に
指
定
し
て
西
域
な
ど
へ
迭
納
さ
せ

を
維
持
で
き
る
分
の
庸
調
を
南
京
に
納
入
さ
せ
、

た
。
大
唐
一
一
帝
園
が
大
き
な
影
響
も
な
く
・
次
々
と
軍
事
行
動
を
起
こ
し
え
た
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

(

必

)

唐
朝
の
軍
事
行
動
に
関
す
る
財
政
記
事
を
見
て
い
っ
て
も
、
兵
役
や
人
夫
の
徴
震
や
造
船
の
記
事
は
多
い
が
、
料
物
の
経
費
支
出
に
閲
す
る

記
事
は
少
な
い
。
例
え
ば
、
漢
代
に
紳
爵
元
年
(
前
六
一
〉
売
(
チ
ベ
ッ
ト
族
)
が
叛
凱
し
兵
を
出
し
て
討
っ
た
時
、
軍
事
経
費
が
一
年
足
ら
ず

(
円
相
〉

で
四
十
齢
億
銭
と
な
り
、
大
司
農
の
銭
が
壷
き
、
少
府
の
禁
鎮
で
補
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
軍
書
行
動
の
た
め
に
大
司
農
H

国
家
財
政
の
牧
入

- 17ー

を
使
い
果
た
し
て
い
る
が
、
唐
代
で
は
こ
の
よ
う
な
中
央
か
ら
の
財
政
支
出
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
中
央
の
庫
物
を
使
い
果
た
す
こ
と
は

な
か
っ
た
。
軍
事
物
資
の
調
達
方
法
と
し
て
は
、
屯
田
や
営
団
使
の
他
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
嘗
然
行
軍
の
経
路
や
現
地
で
の
調
達
は
あ
っ
た

に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
度
支
奏
抄
に
よ
る
庸
調
配
納
に
よ
り
維
持
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

貞
観
十
八
年
〈
六
四
四
)
高
句
麗
征
討
に
お
い
て
、
民
部
侍
郎
星
仁
師
が
鎖
運
副
使
、
知
河
南
漕
事
と
な
り
、
「
仁
師
、
漕
路
回
遠
な
る
を
以

お

く

(

必

)

て
、
職
す
所
時
に
至
ら
ざ
る
を
恐
れ
、
便
宜
を
以
て
近
海
の
租
賦
を
鼓
し
て
箪
に
銅
る
」
と
あ
る
の
は
、
征
役
時
の
特
殊
事
例
で
、
こ
れ
は
穀

類
だ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
戸
部
に
よ
る
諸
州
税
物
の
配
納
の
一
嬰
形
で
あ
ろ
う
。

241 

で
は
こ
う
し
た
庸
調
等
の
配
納
で
支
出
が
賄
い
き
れ
な
い
場
合
に
ど
う
す
る
か
で
あ
る
が
、
本
文
書
の
二
年
後
の
調
露
二
年
に
、

塞
王
元
軌
、
高
組
子
、
高
宗
調
露
二
年
二
月
、
文
武
百
官
を
率
ゐ
て
闘
に
詣
で
て
上
表
し
、
各
々
一
月
の
俸
料
を
出
だ
し
、
軍
に
供
し
て
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(

必

〉

以
て
突
肢
を
討
た
ん
こ
と
を
請
ふ
。
詔
し
て
之
に
従
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
中
央
の
支
出
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軍
事
費
に
廻
す
分
を
ふ
や
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
削
っ
た
一
月
分
の
俸
料
を
い
か

に
謹
軍
費
と
し
た
か
は
不
明
だ
が
、

お
そ
ら
く
中
央
か
ら
直
接
運
ん
だ
の
で
は
な
く
庸
調
の
配
納
の
形
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た

事
例
は
も
う
一
つ
延
載
元
年

2
ハ
九
四
〉
に
も
契
丹
の
侵
入
に
射
し
て
「
左
相
豆
虚
欽
室
、
京
官
の
雨
月
の
俸
料
を
鞍
め
て
以
て
箪
を
助
け
ん
こ

と
を
請
ふ
」
と
見
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
監
察
御
史
王
求
櫨
は
何
故
賓
官
の
薄
俸
を
奪
う
の
か
と
反
封
し
、
そ
れ
に
射
し
て
欽
藍
が
秦
漢
で

は
税
算
が
あ
っ
て
軍
費
に
あ
て
た
と
し
て
反
論
し
た
と
こ
ろ
、

王
求
躍
は
「
秦
皇
、
漢
武
天
下
に
税
し
て
、

(

必

〉

ふ
、
奈
何
に
し
て
聖
朝
を
し
て
則
ち
殺
は
し
め
ん
や
」
と
反
射
し
て
事
止
み
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
同
じ
大
一
帝
園
で
あ
っ
た
秦
漢
と
の
割
比
が
輿

中
を
虚
ろ
に
し
て
以
て
遣
に
事

味
深
い
。
秦
漢
を
「
虚
レ
中
以
事
レ
漣
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
唐
の
財
政
は
中
央
は
中
央
で
確
保
し
、

残
り
の
庸
調
を
迭
納
し
て
軍

(
円
引
)

事
を
支
え
、
秦
漢
一
帝
一
園
の
あ
り
方
と
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
に
、
各
州
の
庸
調
納
入
は
別
に
南
京
に
限
ら
ず
、
指
定
さ
れ
た
何
れ
の
州
へ
も
迭
り
う
る
鐙
制
が
あ
る
。
本
旨
候
の
最
後
か

- 18ー

ら
C' 2 
13~ {I傑
口己目

の
第
30 
(傑

諸
州
庸
調
迭
納
配
所
、

〔里
U

一
千
口
内
限

14 

十
月
上
旬
到
、
二
千
里
内
限
十
一
月
上
旬

到
、
三
千
里
内
限
十
二
月
下
旬
到
、
一
圃
州
期

15 16 

限
各
所
司
受
納
、
口
口
口
口
一盟
国

h
u

17 

所
納
之
司
即
口
円

υ 

18 

度
支
。

と
配
所
へ
の
迭
納
の
期
限
が
一
不
さ
れ
て
い
る
の
も
、
京
以
外
へ
の
庸
調
迭
納
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
陳
子
昂
の
寓
歳
遁
天

元
年
(
六
九
六
)
の
上
軍
園
機
要
事
八
僚
の
中
に
、



郎
日
、
江
南
准
南
諸
州
の
租
船
数
千
艇
、
己
に
輩
洛
に
至
る
。
計
る
に
百
飴
蔦
餅
有
り
。
所
司
便
ち
勤
し
て
幽
州
へ
往
か
し
め
、
納
め
て

(
中
略
〉
家
を
渡
し
来
た
る
時
、
惟
だ
入
都
の
資
料
を
作
す
。
今
己
に
京
に
到
り
、
叉
勤
し
て
幽
州
へ
往
か
し
む
。
幽
州
此

(
必
)

一
に
資
糧
無
し
(
下
略
)
。

軍
糧
に
充
つ
。

を
去
る
こ
と
二
千
齢
里
、
還
る
も
叉
二
千
齢
里
。
方
に
寒
さ
泳
凍
、

と
あ
り

河
北
道
幽
州
へ
軍
糧
(
契
丹
防
禦
)
と
し
て
運
べ
と
命
ぜ
ら
れ
て
因
っ
て
い
る
が
、

は
元
来
京
以
外
へ
、
遺
納
す
る
場
合
に
は
預
め
度
支
奏
抄
で
指
示
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
、
入
京
後
さ
ら
に
迭
納
さ
せ
る
こ
と
は
異
例
中
の
異
例
だ

江
准
の
租
米
を
京
倉
へ
運
ん
だ
あ
と
で
、

こ
れ

プ
た
こ
と
を
示
そ
う
。

最
近
、

地
方
と
く
に
河
北
・
河
東
道
に
集
中
す
る
膨
大
な
穀
物
の
貯
備
に
注
目
さ

渡
遺
信
一
郎
氏
は
開
元
・
天
賓
期
の
財
政
に
つ
い
て
、

れ
、
華
北
皐
地
農
法
の
不
安
定
性
を
財
政
的
に
克
服
す
ベ
く
な
さ
れ
た
保
険
的
経
費
で
あ
り
、
こ
の
前
提
に
政
府
の
珠
算
機
能
も
存
在
す
る
と

(

品

目

)

さ
れ
た
。
た
し
か
に
穀
類
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
だ
が
、
庸
調
を
中
心
と
す
る
絹
布
類
に
つ
い
て
は
、
毎
年
の
計
霊
的
な
配
所
へ
の
迭
納
が
、

最
後
に
除
言
に
な
る
が
、
庸
調
は
、
必
ず
し
も
南
京
の
み
へ
納
入
さ
れ
る
も
の
で
な
く、

西
域
な
ど
謹
州
に
迭
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
と
す
る

- 19-

財
政
運
営
の
根
幹
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
遁
境
で
の
周
溢
諸
民
族
と
の
軍
事
行
動
も
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
、
庸
調
布
な
ど
の
墨
書
銘
の
一
意
味
に
つ
い
て
も
若
干
の
推
測
が
で
き
る
。
吐
魯
番
出
土
の
墨
書
銘
に
は
「
州
鯨
郷
里
名
+
納
入
者
十
品
目
十

年
月
日
」
と
い
う
完
備
し
た
も
の
も
あ
る
が
、

(
印
)

押
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
賦
役
令
の
規
定
が
こ
の
よ
う
に
簡
略
な
書
式
で
よ
い
と
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
墨
書
銘
で
重
要
な
の
は
州
照

(

日

)

名
と
官
印
の
押
印
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

「
宣
州

深
陽
牒
」
と
か
「
梁
州
都
督
府

開
元
九
年
八
月

日
」
と
あ
る
だ
け
で
、
官
印
が

秦
州
や
涼
州
に
各
地
か
ら
遺
納
さ
れ
た
庸
調
の
絹
布

は
、
河
南
府
や
険
州
な
ど
州
単
位
で
各
遺
草
、
遠
州
に
分
配
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
際
に
州
鯨
名
は
必
要
不
可
歓
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
さ

豆
直
軍
和
雑
曾
計
牒
で
見
た
よ
う
に
、

ら
に
こ
れ
ら
の
絹
布
は
百
姓
に
和
縫
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
際
規
格
と
品
質
を
保
誼
す
る
官
印
は
大
き
な
一意
味
を
持
っ
た
だ
ろ
う
。
太
府
寺
左
臓
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へ
の
納
入
時
の
勘
検
だ
け
で
な
く
、
墨
書
銘
に
は
多
様
な
機
能
が
推
定
さ
れ
、
日
本
の
中
央
へ

貢
上
さ
れ
る
だ
け
の
調
庸
制
と
は
異
な
る
側
面

(閉さ

が
あ
ろ
う
。
な
お
、
例
え
ば
西
州
の
百
姓
が
和
雑
に
よ
っ
て
山
南
道
や
江
南
道
の
州
蘇
名
の
墨
書
さ
れ
た
布
を
受
け
と
れ
ば
、
そ
れ
は

一
般
民
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衆
が
大
唐
一
帝
園
の
支
配
を
質
感
す
る
瞬
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
全
く
の
推
測
で
あ
る
。

おお

わ

り

本
文
書
の
新
た
に
復
原
で
き
た
部
分
は
僅
か
で
あ
り
、
な
お
絞
失
部
は
多
く
、
も
と
よ
り
園
家
財
政
の
全
容
を
窺
う
の
は
不
可
能
だ
が
、
唐

の
園
家
財
政
の
一
側
面
、
軍
事
と
の
閲
連
に
つ
い
て
若
干
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
全
圏
諸
州
の
庸
調
の
一
定
部
分
を
秦
州
・
涼
州
へ
迭

納
さ
せ
て
、
西
域
の
軍
事
料
物
及
び
「
馬
は
兵
の
用
な
り
」
と
さ
れ
る
牧
監
費
用
に
充
て
て
い
た
。
全
鐙
の
何
割
程
を
南
京
以
外
へ
迭
納
さ
せ

軍
事
に
あ
て
た
か
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。
た
だ
通
典
の
天
賓
の
統
計
で
は
臼
一訂
と
字
数
近
く
を
軍
事
費
と
し
、

(
臼
)

費
が
増
大
し
て
開
元
以
前
の
六
倍
強
に
な

っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
、
唐
全
土
の
庸
調
の

一、

二
割
が
恒
常
的
に
西
域
や
牧
監
の
軍
事
費
と

し
て
迭
納
さ
れ
た
か
と

一
躍
の
推
測
は
で
き
る
。
園
家
財
政
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
と
評
債
で
き
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
度
支

奏
抄
に
よ
る
財
政
指
示
で
あ
っ
た
。

天
賓
年
聞
に
は
軍
事

天
賓
初
年
以
降
、
府
兵
制
の
衰
退
も
あ
り
軍
事
費
が
急
速
に
増
大
し
て
い
き
、

ま
た
均
田
制
・
租
庸
調
制
の
崩
壊
に
よ
り
牧
入
は
減
少
し
て
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に
な
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
本
稿
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

い
き
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
方
式
で
は
、
園
家
財
政
と
く
に
軍
事
費
を
支
え
き
れ
な
く
な
り
、
新
た
な
財
政
方
式
が
摸
索
さ
れ
る
こ
と

註(

1

)

拙
稿
同
「
大
谷
探
険
隊
吐
魯
番
勝
来
ア
ン
ペ
ラ
文
書
群
の
復
原
」

(
榎
木
淳
一
氏
と
共
同
執
筆
、
『
東
洋
史
苑
』
一
一
八
、
一
九
八
七
年
)
、

ω
「唐
律
令
園
家
の
抽
出
算
に
つ
い
て
|

|
儀
鳳
三
年
度
支
奏
抄

・
四
年

金
部
旨
符
試
稗
1

1
」
(
「
史
翠
雑
誌
』
九
五
1

一
二
、
一
九
八
六
年
)
。

な
お
以
下
本
文
中
で
前
稿
と
呼
ぶ
の
は
、
主
に
倒
を
指
し
て
い
る
。

(

2

)

筆
者
は
、
大
谷
文
書
の
調
査
報
告
の
究
書
と
し
て
、
「
大
谷
・
吐
魯

番
文
書
復
原
二
題
」
と
題
し
て
、
唐
代
史
研
究
舎
報
告
第
四
集
(
万
水

書
房
よ
り
刊
行
致
定
)
に
記
し
た
。
本
稿
の
第
一
節
は
ほ
ぼ
同
内
容
で

あ
る
が
、
科
研
費
の
報
告
書
と
い
う
性
格
も
あ
り
、
重
複
し
て
い
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
い
。
な
お
本
稿
で
省
略
し
た
部
分
も
あ
る
の
で
、

参
照
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し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

(
3
〉
拙
稿
註
〈
1
)ω
。

(
4
〉
拙
稿
註
(
1
)
ω
、
二
五
頁
。

(
5
)

池
田
温

「
中
園
古
代
の
猛
獣
針
策
法
規
」

(
瀧
川
政
次
郎
博
士
米
霧

記
念
舎
綿
『
律
令
制
の
諸
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
〉
参
照
。

本
候
は
唐
令
拾
遺
未
収
。
『
南
部
新
書
』
壬
(
中
華
書
局
、
一
九
五
八

年
)
を
六
典
巻
七
良
部
(
六
典
は
康
池
千
九
郎
訓
黙
近
衛
家
熊
本
、
庚

池
周
子
園
事
業
部
刊
に
よ
る
)
で
校
訂
し
た
。

(

6

)

拙
稿
註
(

1

)

刷
、
二
七
頁。

(

7

)

以
下
爾
唐
警
は
中
華
書
局
標
貼
本
に
よ
る
。
徐
玉
、
韓
王
と
も
に
高

組
子
で
、
沓
唐
書
巻
六
回
、
新
唐
書
巻
七
九
に
俸
が
あ
り
、
刺
史
に
な

っ
た
の
は
貞
観
年
間
以
降
で
あ
る
。

(

8

)

日
野
開
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』
I
(自
家
版
、
一
九
七
四

年
)
五
二
八
五
三一

一良
。

(
9
)

王
幅
削
肇

「
吐
魯
番
出
土
唐
代
庸
調
布
研
究
」
(
『
文
物
』
一
九
八
一

|

一
)
五
八
頁
。
司
、
吋
〉
冨
N
N
品
目
尽
の
ち
中
園
唐
史
研
究
舎
編
『
唐

史
研
究
曾
論
文
集
』
(
険
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
)
に
枚
録
。

(
叩
)
奮
唐
書
径
四
三
職
官
志
、
六
典
径
三
金
部
(
宋
本
に
よ
る
部
分
)
に

よ
れ
ば
賜
物
に
つ
い
て
内
容
を
、
「
若
雑
紙
十
段
、
則
的
柿
布
二
疋
、
紬

二
疋
、
綾
二
疋
、
緩
四
疋
。
若
賜
-
一
蕃
客
一
錦
線
率
十
段
、
則
錦

一
張
、

綾
二
疋
、
綿
三
疋
、
綿
四
屯
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
孔
)

唐
令
拾
遺
獄
官
令
4
篠
(
六
曲
州
各
六
刑
部
に
よ
る
)
に
、

諸
天
下
諸
州
断
罪
路
二
申
夜
一
者
、
毎
年
正
月
、
輿
ニ
吏
部
一
擦
レ
使
、

取
下
歴
任
器
用
動
、
明
識
ニ
法
理
一
者
却
の
遇
-
一
中
書
門
下
(
定
詑
以
問
、

乃
令
-
一
分
レ
道
巡
覆
↓
(
若
際
レ
句
ニ
舎
官
物
一
者
、
加
-
一
剣
官
及
奥
一
)

(後
略
)
。

と
あ
り
、
本
僚
に
見
え
る
よ
う
に
官
物
の
監
査
を
行
な
う
こ
と
も
あ
っ

た
。
な
お
覆
囚
使
に
つ
い
て
は
同
5
僚
も
参
照
。

(
ロ
)
通
典
巻
六
食
貨
、
賦
税
に
掲
げ
る
天
賓
年
聞
の
度
支
事
計
に
「
菜
二

千
五
百
像
前
向
石
」
の
う
ち
「
五
百
省内
、
留
-
}
掛
田
州
官
蔽
及
週
糧
ご
と
あ

る
。
以
下
通
典
は
中
華
書
局
標
黙
本
を
用
い
る
。

(
日
)
六
典
巻
三
度
支
に
は
以
下
の
よ
う
に
陸
河
各
々
に
態
じ
て
百
里
ご
と

の
脚
銭
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

河
南

・
河
北
・
河
東

・
関
内
等
四
道
諸
州
、
運
ニ
租
庸
雑
物
等
一脚。

毎
駄

一
百
斤
、
一
百
里
一
百
文
、
山
阪
庭

一
百
二
十
文
。
車
載

一
千

斤
九
百
文
。
黄
河
及
洛
水
河
弁
従
ニ
幽
州
一
運
至
二
一
や
州
「
(
毎
十
斤
)

上
水
十
六
文
、
下
水
六
文
。
徐
水
上
十
五
文
、
下
五
文
。
従
ニ
澄
・

刻
枯
一
寸
州
-
至
ニ
揚
州
一
四
文
。
其
山
阪
険
難
、
騒
少
慮
、
(
毎
駄
)
不
レ

得
レ
過
二
百
五
十
文
一
一
件
易
慮
不
レ
下
-t
八
十
文
↓
其
有
ニ
人
員
一
慮
、

雨
人
分
二
駄
↓
其
用
ニ
小
船
一
弁
連
-
一
向
矯
・
勲
等
州
一
及
渉
レ
海
、
各

任
-一
木
州
量
定
↓

な
お
ほ
ぼ
同
文
が
五
代
舎
要
各

一
五
度
支
、
額
徳
五
年
(
九
五
八
)
閏

七
月
度
支
奏
に
引
用
さ
れ
て
お
り
(
括
弧
部
分
は
こ
れ
で
補
っ
た
)
、

恒
久
的
規
定
で
あ
り
、
度
支
式
の

一
部
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

(

M

)

仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』

(
東
方
文
化
皐
院
、
一
九
三
三
年
、
東
京

大
皐
出
版
曾
復
刊
、
一
九
六
四
年
)
六
六
七
頁
。

(
日
)
日
本
養
老
令
の
候
文
番
鋭
、
候
文
名
は
、
日
本
思
想
大
系

『
律
令
』

(
岩
波
書
広
、

一
九
七
六
年
)
に
よ
る
。

(
日
)
以
下
牧
民
に
つ
い
て
は
、
唐
長
講
『
唐
書
兵
士
心
裳
正
』

局、

一
九
六
二
年
)
を
参
考
に
し
た
。
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(中
華
書



な
お
他
に
、
宋
常
探
「
唐
代
的
馬
政
」
(
「
大
陸
雑
誌
』

二
九
|
て

一
一、

一
九
六
四
年
)
、
横
山
貞
裕

「
唐
代
の
馬
政
」

(「闘
士
館
大
祭
人

文
接
合
紀
要
』
三
、
一
九
七

一
年
)
が
あ
る
。

(
幻
)

元
和
郡
豚
闘
志
径
三
関
内
道
、
原
州
(
中
華
書
局
、
中
図
古
代
地
理

総
士
総
収
刊
に
よ
る
)。

(
国
)

張
説
之
文
集
径

一二、

陥
右
段
牧
頒
篠
碑

(四
部
叢
刊
に
よ
る
)
に

も
「
霞
ニ
八
使
一
以
董
レ
之
、
設
ニ
四
十
八
段
一
以
蛍一
ζ

之
。
跨
ニ附
西

・
金

城

・
卒
涼

・
天
水
四
郡
之
地
(
幅
員
千
里
。
」

と
あ
り
合
致
す
る
。
唐

曾
要
各
七
二
馬
に
も
引
用
。

(
四
)
南
使
、
西
使
、
北
使
、
東
使
の
順
で
、
新
唐
書
兵
士
山
は
六
典
と
同
じ

く
十
五
、
十
六
、
七
、
九
の
計
四
十
七
段
、
元
和
郡
豚
図
志
は
十
八、

十
六
、
七
、
九
の
計
五
十
監
だ
が
、
前
註
や
新
唐
書
百
官
志
諸
牧
監
で

は
牧
監
数
は
四
十
八
と
す
る
。

(
初
)
唐
品
閏
要
径
七
二
馬
(
図
皐
基
本
殺
害
本
に
よ
る
)
。
な
お
加
府
元
勉

巻
六
二
一
位
牧
に
よ
っ
て

「
調
露
九
年
」
と
あ
る
の
を
コ
冗
年
」
に
改

め
た
。
資
治
泡
鑑
開
抑
地
元
年
七
月
繰
も
参
照
。

(
幻
)
長
川
鎮
は
史
書

に
見
え
な
い
。
陥
書
径
二
九
地
理
士
山
上
に
隣
西
郡

(
後
の
滑
州
)
の
統
豚
と
し
て
長
川
燃
が
見
え
、
新
唐辛古典
包囲
O
地
理

志
、
秦
州
の
限
域
限
師
の
項
に
「
貞
御
三
年
置
ニ
長
川
豚
「
六
年
省
入

駕。
」

(
郡
山
麿
志
径
四
O
、
葵
州
中
都
督
府
も
参
照
)
と
、
ご
く
一
時

期
だ
が
長
川
燃
が
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、

ま
た
「
有
三
府
六
↓
日
ニ

成
紀
・
惰
徳

・
諸問
徳

・
清
水
・
三
度

・
長
川
ご

と
あ
り
、
長
川
府
が

存
在
す
る
。
従
っ
て
長
川
銀
も
秦
州
隅
城
将
に
あ
っ

た
(
原
州
に
接
す

る
あ
た
り
か
)
と
惟
定
で
き
る
。

(
幻
)

『
吐
魯
番
出
土
文
書』

七
(
文
物
出
版
社
、
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一
九
八
六
年
)

一
O

頁。

拙
稿
註
(
1
〉
刷
四
九
|
五
O
頁
も
参
照
。

(
お
)

馬
が
麿
の
軍
制
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
緩
述
す

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
李
樹
桐
「
唐
代
之
軍
事
輿
馬
」
(
『歴
史
翠

報』

二
、
一
九
七
四
年
、
園
立
翠
濁
師
範
大
祭
歴
史
研
究
所

・
歴
史
皐

系
合
編
)
が
馬
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

(
U
A
)

拙
稿
註
(

1

)

似
二
四
頁
。

な
お
「
官
人
等
の
代
納
、
代
織
を
禁
止。
」

と
し
た
の
は
不
正
確
で
あ
っ
た
。

(
お
)
唐
令
拾
遺
六
六
七
頁。

通
典
径
六
食
貨
、
賦
税
、
令
集
解
賦
役
令
3

調
庸
物
保
跡
記
に
よ
る
。

(
お
)
菊
池
英
夫
「
唐
紙
役
令
庸
調
物
僚
に
関
す
る
一
試
論
」
(
『
臨
時
時
位

東
洋
史
論
叢
』

山
川
出
版
社
、

一
九
七
五
年
)
、
「
暦
賦
役
令
庸
調
物

像
再
考
」

(
『
史
郎
』
四
、
一
九
七
六
年
)
。

(
幻
)
拙
稿
註
(

1

)

刷
二
七
頁。

(
お
)

徳一章
二
年
(
六
六
九
)
沙
州
停
馬
坊
文
書
(
戸
自
民
〈
・
)
に
見
え
る

「
迭
由
巾
練
使
」
杜
雄
は
、
こ
の
よ
う
な
軍
物
と
し
て
の
庸
調
の
布
吊
を

涼
州
か
ら
庭
州
ま
で
運
ぶ
幕
使
で
あ
り
、
沙
州
の
停
馬
が
週
迭
し
て
い

る
質
例
で
あ
る
。
詳
し
く
は
荒
川
正
晴

「
唐
河
西
以
西
の
停
馬
坊
と
長

行
坊
」
(『
東
洋
拳
報
』

七
O

|
三

・
四
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。

他

に
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
中
に
「
前
迭
問
線
使
」

(
七
、
一
一
O
頁
)

が
見
え
、
ま
た
雇
傭
契
の
う
ち
「
迭
練
」
を
封
象
と
す
る
も
の
が
あ
り

(
六
、
一
八
二

三
頁
)
、
こ
れ
も
官
に
よ
る
公
役
と
考
え
ら
れ
(
州

稿

「
唐
律
令
制
下
の
力
役
制
度
に
つ
い
て
」

『
東
洋
文
化
』
六
八
、一

九
八
八
年
、
二
一
四
頁
)
、
軍
物
の
烏
練
の
遁
迭
が
百
姓
に
雑
循
と
し

て
賦
課
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
新
唐
書
を
五
三
食
貨
志
に
「
貞
瓶
、
開
元
後
、
透
土
西
穆
ニ
高
田
白
、
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勉
葱
、
駕
香
、
小
勃
律
「
北
抵
-
一
醇
延
陀
故
地
↓
縁
迭
数
十
州
成
重
兵
、

営
団
及
地
租
不
レ
足
ニ
以
供
L
阜
、
於
レ
是
初
有
-
一
和
雑
ご
と
あ
り
、
透
防

軍
の
軍
費
調
達
に
和
殺
が
大
き
な
役
割
を
占
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
和

濯
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
「
唐
代
の
和
殺
に
就
い
て
」
(
『
歴
史
察
研

究
』
七
七

・
七
八
、
一
九
四

O
年
)
、
楊
際
卒
「
従
敦
煙
文
書
看
唐
代

前
期
的
和
縫
制
度
」
(
『中
園
社
舎
経
済
史
研
究
』

一
九
八
五
|
一
)
、

虚
開
高

「
唐
代
和
経
制
度
新
探
」
(
註
(
9
〉
『
唐
史
研
究
曾
論
文
集
』
)
。

(
初
〉
池
田
温
『
中
園
古
代
籍
帳
研
究
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
七
九

年
)
一
一
一
一
競

B
9・
8
お
〉
。
本
文
書
に
つ
い
て
は
、
那
波
利
貞

「唐
天
費
時
代
の
河
西
道
迭
防
軍
に
関
す
る
経
済
史
料
」
〈
『
京
都
大
摩

文
風
宇
部
紀
要
』
て
一
九
五
二
年
)
二

0
1一一一
O
頁
、
荒
川
正
晴
「
唐

代
敦
煙
に
於
け
る
雑
買
に
つ
い
て
」
(
『
早
稲
田
大
皐
大
皐
院
文
摩
研
究

科
紀
要
』
別
加
八
、
一
九
八
二
年
〉
。

(
幻
)
長
行
旨
僚
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
註
(
1
〉
制
三
七
1

九
頁
。

(
幻
)
潰
口
重
園
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
准
上
供
米
と
地
税
と
の
関

係
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
四
五
|
一
、
二
、
一
九
三
四
年
、
の
ち
『
秦
漢
隔

唐
史
の
研
究
』
下
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、

一
九
六
六
年
)
九
二
六
頁
に

指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
外
の
大
生
絹

・
綬
緋
・
綬
緑
・
大
練
・
大

綿
等
も

「武
威
郡
否
臨
右
道
は
養
認
の
殆
ん
ど
行
は
れ
な
い
土
地
で
あ

る
か
ら
、
之
ま
た
他
方
面
か
ら
武
威
郡
に
縛
輸
さ
れ
て
居
た
も
の
に
棺

遠
な
い
」
。
ま
た
天
賓
十
三
載
(
七
五
四
)
敦
埋
蔀
曾
計
牒
(
『
籍
帳
研

究』

一
二
八
続
、
可
・

8
印
由
〉
に
も
「
伍
伯
楽
拾
伍
疋
参
丈
陵
尺
捌
寸
、

陳
留
郡
大
絹
和
粂
」
と
あ
り
、
河
南
道
陳
留
郡
(
休
州
〉
の
大
絹
が
敦

爆
郡
の
和
籍
料
と
し
て
武
威
郡
(
涼
州
)
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
開
元
二
十
三
年
(
七
三
五
?
〉
沙
州
舎
計
歴
(
『
籍
帳
研
究
』
一

六
回
務
、

p
g
S
4・
)
に
も
「
河
南
府
生
緬
」
「
雑
州
小
練
」
「
梓
・

盆
州
小
練
」
が
見
え
、
梓
州
、
盆
州
と
も
に
剣
南
道
で
あ
る
。

(
お
〉
王
氏
註
〈
9
〉
論
文
、
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
八
、
一
一
一
一
頁
。

(
担
)
王
氏
註
ハ
9
)
論
文
、
仁
井
田
陸
「
吐
魯
番
愛
見
唐
代
の
庸
調
布
と

租
布
」
(
『
東
方
畢
報
・
東
京
』

一
一
|
て
一
九
四

O
年
、
の
ち
『
中

園
法
制
史
研
究

・
土
地
法
取
引
法
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六

O

年
〉
に
よ
る
。
最
近
の
関
尾
史
郎
編
「
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
唐
代
税
布

墨
書
銘
集
成
(
稿
)
」
(
『
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
曾
舎
報
』
-
二
、
一

九
八
九
年
)
も
参
考
と
な
る
?

(
お
)
『
籍
帳
研
究
』
一
一
一

O
鋭
、
却
J
M刊
行
、
必
J
m
行
。
大
谷
文
書
。

な
お
池
田
温
「
中
園
古
代
物
償
の
一
考
察
同
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
七
七
|

二
、
一
九
六
八
年
)
四
九
|
五
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
森
安
孝
夫
「
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
」
(
『
金
津
大
摩
文
患
部
論

集』

史
家
科
篇
四
、
一
九
八
三
年
〉
な
ど
を
参
照
。

(
日
出
)
護
雅
夫
「
突
阪
の
遊
牧
民
族
」
(
護

・
神
田
信
夫
編
『
北
ア
ジ
ア

史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
一
年
〉
ほ
か
。

(
叩
山
)
資
治
通
鑑
儀
鳳
元
年
間
三
月
僚
、
同
三
年
正
月
僚
。
他
に
唐
舎
要
巻

七
八
諸
使
雑
録
上
、

儀
鳳
三
年
正
月
二
十
五
日
に
は
河
南

・
河
北
で
猛

土
を
募
っ
て
い
る
。

(
却
)
顔
魯
公
文
集
、
外
集
二
(
四
部
叢
刊
に
よ
る
)
。
全
唐
文
各
五
一
四
。

こ
の
記
事
は
至
徳
元
載
(
七
五
六
)
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
新
唐
書
巻

一
五
三
顔
岡
県
卿
俸
も
参
照
。

(
品
別
〉
暗
闇
口
氏
註
(
m
M
)

論
文
。

(
4
)

天
賓
期
の
財
政
分
析
に
つ
い
て
は
、
沼
口
氏
註
(
位
)
論
文
の
ほ
か
、

清
木
場
東
「
唐
天
賓
中
の
財
政
枚
支
」
(
『
産
業
経
済
研
究
』
二
七
|
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四
、
一
九
八
七
年
〉
に
詳
し
い
計
算
が
あ
り
、
兵
賜
と
和
緩
料
と
を
合

わ
せ
て
千
二
百
六
十
高
疋
端
と
推
定
す
る
。

(
必
)
唐
代
の
園
防
、
軍
事
に
よ
る
非
常
支
出
に
つ
い
て
は
、
鹿
建
築
「
唐

代
前
期
非
常
支
出
的
録
措
及
其
廻
響
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
』
五
六
|
て
一
九
八
五
年
)
一
四
一
|
一
五
八
頁
に
多
く

の
史
料
を
集
め
て
ま
と
め
て
お
り
、
こ
れ
を
参
考
と
し
た
。

(
必
)
漢
書
巻
六
四
下
、
買
指
之
停
。

(
川
む
新
唐
書
巻
九
九
、
奮
唐
書
名
七
四
雀
仁
師
停
。
遁
鑑
貞
観
十
八
年
七

月
甲
午
候
。
な
お
仁
師
は
こ
れ
以
前
に
度
支
郎
中
を
経
て
い
る
。

(
必
〉
加
府
元
亀
倉
四
八
五
邦
計
部
、
輸
財
。
こ
う
し
た
方
策
に
つ
い
て

は
、
盛
建
築
「
唐
代
前
期
財
政
決
断
権
的
鱒
移
及
戸
山
間
選
抜
問
題
」

〈
同
右
五
六
|
二
、
一
九
八
五
年
〉
一
一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。
な
お
氏
も
論
ず

る
よ
う
に
こ
う
し
た
財
政
の
決
定
機
は
皇
帝
、
質
質
的
に
は
尚
書
省
の

宰
相
に
あ
り
、
本
稿
で
の
べ
て
い
る
度
支
奏
抄
も
最
終
的
に
彼
ら
の
意

志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

(
必
)
奮
唐
書
巻
一

O
一
王
求
躍
停
。
新
唐
書
巻
一
二
一
。
逼
鑑
延
載
元
年

七
月
僚
も
参
照
。

〈
門
出
)
な
お
漢
代
に
お
い
て
も
、
大
櫛
敦
弘
「
秦
漠
図
家
の
陸
運
組
織
に
関

す
る
一
考
察
」
令
東
洋
文
化
』
六
八
、
一
九
八
八
年
)
、
佐
原
康
夫

「
居
延
漢
簡
月
俸
考
」
(
『
古
史
春
秋
』
五
、
一
九
八
九
年
〉
が
指
摘

す
る
よ
う
に
内
郡
か
ら
直
接
透
郡
へ
物
資
が
輪
迭
さ
れ
る
事
例
は
あ

る
。
渡
返
信
一
郎
「
漢
代
の
財
政
運
営
と
図
家
的
物
流
」
(
『
京
都
府

立
大
皐
皐
術
報
告
・
人
文
』
四
一
、
一
九
八
九
年
〉
に
よ
り
漸
く
財
政

的
物
流
が
研
究
の
射
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
財
政
全
躍
の
把
握
と
歴
史

的
位
置
づ
け
は
な
お
今
後
の
課
題
ら
し
い
。

(
必
〉
陳
子
昂
集
巻
八
雑
著
〈
中
華
書
局
、
一
九
六

O
年
〉
。
全
唐
文
巻
二

二
。
資
治
通
鑑
古
内
放
遁
天
一
元
年
九
月
僚
も
参
照
。

(
品
目
)
渡
返
信
一
郎
「
唐
代
後
半
期
の
中
央
財
政
」
(
『
京
都
府
立
大
皐
皐

術
報
告
・
人
文
』
四

O
、
一
九
八
八
年
〉
六
頁
。

(ω
〉
玉
氏
註
(
9
〉
論
文
。
前
者
は
『
中
園
新
彊
出
土
文
物
「
中
園
・
西
域

シ
ル
ク

F
l
ド
展
」
園
録
』
(
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
、
一
九
八
六

年
)
五
七
番
、
後
者
住
新
一
糧

huuZ博
物
館
編
『
新
彊
U
M
町
酢
博
物

館
』
(
講
談
枇
、
一
九
八
七
年
〉
圏
版
六
九
に
カ
ラ
i
篤
岡
県
が
あ
る
。

(
日
〉
養
老
賦
役
令
2
調
皆
随
近
僚
で
は

凡
調
皆
随
レ
近
合
成
。
絹
抱
布
雨
頭
及
総
綿
護
、
具
注
-
一
園
郡
里
戸
主

姓
名
、
年
月
日
↓
各
以
=
園
印
一
々
レ
之
。

と
あ
る
が
、
封
廃
す
る
唐
令
拾
遺
賦
役
令
2
傑
で
は
「
其
調
、
皆
書

印
。
」
の
部
分
し
か
復
原
で
き
な
い
。
な
お
六
曲
内
容
二

O
左
蕨
署
及
び

替
唐
志
各
四
四
に
は
左
蔵
署
へ
の
納
入
時
に
「
皆
題
以
ニ
州
豚
年
月
一

所
下
以
別
ニ
袋
良
一
排
中
新
奮
上
也
o
」
と
「
州
豚
年
月
」
を
題
す
る
規
定

が
あ
る
。

(
臼
)
日
本
令
で
の
墨
書
銘
の
意
味
に
つ
い
て
、
最
近
、
今
津
勝
紀
「
調
庸

墨
書
銘
と
荷
札
木
簡
」
(
『
白
木
史
研
究
』
一
一
一
二
三
、
一
九
八
九
年
)
が

あ
る
。

(
臼
)
通
典
巻
六
賦
税
、
及
び
遇
鑑
天
賓
元
年
正
月
傑
。
軍
事
費
の
増
大
に

つ
い
て
は
渡
透
氏
註
(
必
)
論
文
を
参
照
。

〔
附
記
〕
木
稿
は
、
一
九
八
九
年
度
東
洋
史
研
究
舎
大
倉
(
十
一
月
三
日
、

京
大
舎
館
)
で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
な
っ
た
が
、
種
々
御

援
助
い
た
だ
い
た
陳
園
燦
先
生
、
池
田
温
先
生
、
お
よ
び
龍
谷
大
摩
大

宮
園
書
館
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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Ａ SUPPLEMENT STUDY ON THE REPORT TO

THE THRONE BY DUZHI 度支OF THE 3RD YEAR

　　　　

OF YIFENG儀鳳AND THE IMPERIAL

DIRECTIVE FROM JINBU 金部OF THE 4TH YEAR

　　

―the MilitaryAffairsand Finance of Tang-

Ohtsu Tohru

　　

In previous articlesl tried to connect and restoreａ horde of papers

with mat marks of the Ohtani Documents and the documents which were

excavated from the number 230 tomb of Astana. And l proved that these

two originate from one document, which is entitledthe report to the throne

by Duzhi (Department of Public Revenue) of the 3rd year of Yifeng and

the imperial directivefrom Jinbu (Department of Treasury). Chen Guocan

陳國燦afterward indicated that there are two other documents belonging

to it. So in this paper l confirm the new restoration of the document.

interpret it and analyse the financialａ仔airsof Tang in one aspect｡

　　

Many financialinstructions concerning military affairscan be found

in this document. First there are directions about the expenditure of the

OfficialPastures under Taipusi 太僕寺(Ｃｏｕｒtof Coach and Horse). The

transportation of the materials for their ｅχpenditurecan be seen:they

were sent from various places to ａ financialcenter Qinzhou 秦州. Second

there are many directions given to send materials as charges to the front

line. Yongdiao庸調taxes were sent, as the charges for the official

procurement of grain for the armies in frontiers,from various provinces

to the transport bases, Liangzhou涼州and Qinzhou. The military affairs

of

　

Tang are　supported with sending Yongdiao tａχesto the west and

paying them　there.　　Ａcharacteristic　of　the　Yongdiao taχ　of　Tang

lies in the system that every prefecture can send Yongdiao tａχes,not to

two capitals,but directlyto the places which need them by the instructions

of Department of Public Revenue.
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